
 
 長岡市では、障害児及び障害者の方が、日常生活を暮らしやすくするために、必要な

補装具の購入及び修理の費用を支給します。支給を希望される場合は、事前に申請書を

提出し、市から決定を受けた後に購入または修理してください。 

 なお、支払い方法は２種類あります。 

 長岡市に登録してある業者からの購入 ⇒①   登録の有無は業者に 

長岡市に登録していない業者からの購入⇒②   ご確認ください  

１ 申請に必要な書類など（購入または修理前にご用意していただくもの） 

①補装具費支給申請書（窓口にあります） 

②見積書 

③補装具費支給意見書（不要の場合もあります。詳細はお問合わせください。） 

④身体障害者手帳の写し 

⑤マイナンバー関係書類 

⑥身元確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等） 

※以下の場合は上記以外にも書類が必要になる場合があります。事前にご相談ください。 

・耳あな型の補聴器を申請する場合 

・65 歳以上の方及び 40 歳以上 65 歳未満の方で特定疾病に該当する方が申請する場合 

 ・施設に入所中の方が申請する場合 

 ・眼鏡を申請する場合 
 

２ 手続きの流れ 

①…決定額の１割を業者に支払う場合（長岡市に登録のある業者から購入する場合） 
 

提出書類については、上記の「申請に必要な書類など（購入または  

修理前にご用意していただくもの）」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

支給することが決まりましたら、決定通知書等をお送りします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

納品後、業者に代金を支払ってください。支払う金額は「利 

  用者負担額」と「見積額から基準額を超えた分の額」の合計 

   になります。 
 

  支給券と委任状に記名、押印をして業者に渡してください。 

（後日、公費負担額を市から業者へ支払います。） 

 

★市から送付されるもの 

①補装具費支給決定通知書 

②補装具費支給の手続きについて 

→手続きの手順が書いてある通知です。 

③補装具費支給券 

→受領者氏名記入・押印のうえ業者に渡してください。 

→適合判定が必要な場合があります。業者にご確認ください。 

④代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状 

→押印のうえ業者に渡してください。 

市役所で申請する 

決定通知書等の受領 

納品と支払い 

業者に書類を渡す 

内容を審査し、補装具費支給の決定を行います。 

決定までの期間 

県の判定が必要なもの→決定まで２ヶ月程度 

県の判定が不要なもの→決定まで２週間程度 

※判定の有無については、お問合せください。 

障害児・者 補装具費の支給について 

裏面へ続きます 



担当：長岡市福祉課 障害活動係 電話：０２５８－３９－２３４３ 

購入 

②全額を支払い、後日、市から決定額の９割が還付される場合 

（長岡市に登録していない業者から購入する場合） 
 

提出書類については、表面の「申請に必要な書類など（購入または  

修理前にご用意していただくもの）」をご覧ください。 

 

 

 

 

支給することが決まりましたら、決定通知書等をお送りします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

購入後、支払いを済ませ、領収書をもらってください。 

提出書類は、次のとおりです。 

 

           
 

 

 

 

 

 

 書類審査のうえ、支給決定を受けた方の指定口座（18 歳未満の場 

合は保護者名義の口座）に公費負担額欄の金額を振り込みます。 
  

 

★受付窓口・電話対応については下記の表をご確認ください。 

 
アオーレ長岡 各支所 

地域振興・市民生活課 東棟１階 福祉窓口 東棟２階 福祉課 障害活動係 

窓口 
平日 ８：３０～１７：１５ － ８：３０～１７：１５ 

土・祝日 ９：００～１７：００ － － 

電話 
平日 － ８：３０～１７：１５ ８：３０～１７：１５ 

土・祝日 － － － 

※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 

※さいわいプラザ、西サービスセンター(リバーサイド千秋内)では対応しておりません。 

★市から送付されるもの 

① 補装具費支給決定通知書 

② 補装具費支給の手続きについて 

→手続きの手順が書いてある通知です。 

③ 補装具費支給券 

→受領者氏名記入・押印のうえ市役所に提出してください。 

→適合判定が必要な場合があります。市役所にご確認ください。 

④ 補装具費請求書 

→記入・押印のうえ市役所に提出してください。 

★購入後に市に提出していただくもの 

① 補装具費支給券 

② 補装具費請求書 

③ 業者に支払った実際の額の領収書 

市役所で申請する 

決定通知書等の受領 

購入費の受領 

内容を審査し、補装具費支給の決定を行います。 

決定までの期間 

県の判定が必要なもの→決定まで２ヶ月程度 

県の判定が不要なもの→決定まで２週間程度 

※判定の有無については、お問合せください。 

請求書類の提出 


